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財
政
運
営
に
必
要
な
財
源
の
確
保
を
図
る
た
め
の
公
債
の
発
行
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

新
旧
対
照
条
文

○

財
政
運
営
に
必
要
な
財
源
の
確
保
を
図
る
た
め
の
公
債
の
発
行
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
百
一
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
趣
旨
）

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
最
近
に
お
け
る
国
の
財
政
収
支
が
著
し
く
不
均
衡
な

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
最
近
に
お
け
る
国
の
財
政
収
支
が
著
し
く
不
均
衡
な

状
況
に
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
経
済
・
財
政
一
体
改
革
を
推
進
し
つ
つ
、
令
和

状
況
に
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
経
済
・
財
政
一
体
改
革
を
推
進
し
つ
つ
、
令
和

八
年
度
か
ら
令
和
十
二
年
度
ま
で
の
間
の
財
政
運
営
に
必
要
な
財
源
の
確
保

三
年
度
か
ら
令
和
七
年
度
ま
で
の
間
の
財
政
運
営
に
必
要
な
財
源
の
確
保
を

を
図
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
年
度
に
お
け
る
公
債
の
発
行
の
特
例
に
関
す
る
措

図
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
年
度
に
お
け
る
公
債
の
発
行
の
特
例
に
関
す
る
措
置

置
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

（
令
和
八
年
度
か
ら
令
和
十
二
年
度
ま
で
の
間
の
各
年
度
に
お
け
る
特
例
公

（
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
七
年
度
ま
で
の
間
の
各
年
度
に
お
け
る
特
例
公
債

債
の
発
行
等
）

の
発
行
等
）

第
三
条

政
府
は
、
財
政
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
四
条
第

第
三
条

政
府
は
、
財
政
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
四
条
第

一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
発
行
す
る
公
債
の
ほ
か
、
令
和
八
年
度
か
ら

一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
発
行
す
る
公
債
の
ほ
か
、
令
和
三
年
度
か
ら

令
和
十
二
年
度
ま
で
の
間
の
各
年
度
の
一
般
会
計
の
歳
出
の
財
源
に
充
て
る

令
和
七
年
度
ま
で
の
間
の
各
年
度
の
一
般
会
計
の
歳
出
の
財
源
に
充
て
る
た

た
め
、
当
該
各
年
度
の
予
算
を
も
っ
て
国
会
の
議
決
を
経
た
金
額
の
範
囲
内

め
、
当
該
各
年
度
の
予
算
を
も
っ
て
国
会
の
議
決
を
経
た
金
額
の
範
囲
内
で
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で
、
公
債
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

、
公
債
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
特
例
公
債
の
発
行
額
の
抑
制
）

（
特
例
公
債
の
発
行
額
の
抑
制
）

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

（
行
財
政
改
革
の
徹
底
）

第
五
条

政
府
は
、
経
済
・
財
政
一
体
改
革
を
推
進
す
る
中
で
、
歳
出
及
び
歳

（
新
設
）

入
の
改
革
、
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
改
革
（
現
役

世
代
の
社
会
保
険
料
負
担
を
含
む
国
民
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
の
施
策
の
実

施
を
含
む
。
）
そ
の
他
の
行
財
政
改
革
を
徹
底
す
る
も
の
と
す
る
。

２

政
府
は
、
前
項
に
規
定
す
る
行
財
政
改
革
の
一
環
と
し
て
、
租
税
特
別
措

（
新
設
）

置
（
租
税
特
別
措
置
の
適
用
状
況
の
透
明
化
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十

二
年
法
律
第
八
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
租
税
特
別
措
置
を

い
う
。
）
及
び
補
助
金
等
（
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関

す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
七
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
補
助
金
等
を
い
う
。
）
の
適
正
化
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に

基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。


